
 

東京とどまるマンションエレベーター閉じ込め防止対策促進事業補助金交付要綱 

 

制定   令和７年５月30日付７住民マ第281号 

一部改正 令和８年５月18日付８住民マ第102号 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都（以下「都」という。）が、東京とどまるマンション情報登録・

閲覧制度基本方針（令和５年１月25日付４住住企第577号）に基づく「東京とどまるマンショ

ン」における災害時の生活継続に向け、既存マンションのエレベーター閉じ込め防止対策に

係る経費に補助を行うことにより、もって高度防災都市づくりを進め、東京の防災対応力を

強化し、都民生活の安全性の向上を図ることを目的とする。 

 

（通則） 

第２条 東京とどまるマンションエレベーター閉じ込め防止対策促進事業補助金（以下「補助

金」という。）の交付に関しては、東京都補助金等交付規則（昭和37年東京都規則第141号）

に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（用語の定義） 

第３条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。 

一 住宅所有者 

東京とどまるマンション情報登録・閲覧制度実施基準（令和５年３月28日付４住住企第

692号。以下「実施基準」という。）第２条第２号に規定する者をいう。 

 二 既存登録マンション 

   実施基準第２条第１号に定める「東京とどまるマンション」であって、住宅の品質確保

の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第２条第２項に規定する新築住宅に該当し

ないものをいう。 

 三 主要機器の耐震補強 

次のアからウまでに掲げる対策のいずれにも適合する耐震補強をいう。  

ア 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第129条の４第３項第３号から第６号まで

に規定する対策  

イ 建築基準法施行令第129条の７第５号に規定する対策 

ウ 建築基準法施行令第129条の８第１項に規定する対策 

 四 戸開走行保護装置 

建築基準法施行令第129条の10第３項第１号に規定する装置をいう。 

五 地震時管制運転装置 



 

建築基準法施行令第129条の10第３項第２号に規定する装置をいう。 

六 リスタート運転機能 

地震時管制運転により最寄り階へ着床する前に何らかの要因で安全装置が作動し、エレ

ベーターが停止しても、その後、安全装置が正規の状態に復帰した場合に、かごを最寄り

階に着床させて戸を開くことにより、閉じ込めを解消する機能をいう。 

七 自動診断・仮復旧運転機能 

地震時管制運転により、かごを最寄り階へ着床させ、運転を停止した後に、エレベータ

ー機器の破損等の危険性を機械的に診断し、仮復旧させる機能をいう。 

 八 エレベーター閉じ込め防止対策 

   リスタート運転機能及び自動診断・仮復旧運転機能のいずれか又は両方の設置をいい、

主要機器の耐震補強並びに戸開走行保護装置及び地震時管制運転装置の設置を除く。 

 

（補助対象者） 

第４条 本補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、既存登録マンショ

ンの住宅所有者（ただし、国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構及び東京都住宅供

給公社を除く。）であって、次条に規定する補助対象事業を実施し、かつ、次の各号のいず

れにも該当しないものであること。  

一 暴力団（東京都暴力団排除条例（平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 

二 暴力団員等（暴排条例第２条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力

団関係者をいう。） 

三 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員

等に該当する者があるもの 

四 過去に税金の滞納があるもの、刑事上の処分を受けているものその他の公的資金の交付

先として社会通念上適切でないと認められるもの 

 

（補助対象事業） 

第５条 本補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、既存登録マン

ションにエレベーター閉じ込め防止対策を実施する事業であり、交付決定した日以降に補助

対象事業に係る契約を締結するものとする。 

 

（補助対象経費） 

第６条 本補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事

業に係る次の各号に掲げる改修費（消費税及び地方消費税は除く。）とし、第11条第１項の

規定により東京都知事（以下「知事」という。）が交付決定した日以降の経費とする。ただ

し、既存設備の撤去に係る費用及び保守・点検業務委託費用は対象外とする。 



 

一 製品購入費又は設置に係る材料費 

二 運搬費 

三 工事費（補助対象設備の使用に不可欠な機能を確保する工事を含む。）及び設置の検討

に要する費用 

 

（交付の申請） 

第７条 本補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書（第１号様式）及

び別表第１に掲げる書類を知事に提出するものとする。 

２ 前項により知事に提出した書類に不備がある場合、知事が修正を求めた日の翌日から起算

して60日以内に当該不備の修正を行わないときは、その申請は撤回されたものとみなす。 

 

（申請の受付） 

第８条 知事は、前条第１項の規定による申請を予算の範囲内で受理するものとする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合は、交付申請を受理することはできない。 

一 過去に本補助金の交付を受けている同一の既存登録マンションの申請であるとき。 

二 本補助金の交付の対象としようとする経費について、都が実施する他の制度等による補

助金等の交付を受けている、又は受けようとするとき。 

三 本補助金の交付の対象としようとする経費が他の制度による補助等の対象となっており、

当該制度において補助等を併用して受けることを不可としているとき。 

 

（手続代行者） 

第９条 第７条第１項、第12条第１項、第13条第５号、第15条、第16条第１項及び第３項、第

17条第１項、第18条第１項、第19条第１項、第21条第１項、第22条、第24条第１項並びに第

33条第２項の規定により申請書等を知事に提出しようとする補助対象者は、手続の代行を第

三者に対して委任することができる。 

２ 前項の規定による委任を受け、本補助金の交付の申請に係る手続の代行を行う者（以下「手

続代行者」という。）は、第４条各号に該当しないものでなければならない。 

３ 手続代行者は、委任された手続について誠意をもって実施するものとする。 

４ 知事は、必要に応じて、手続代行者が行う手続について調査を実施し、手続代行者がこの

要綱の規定に従って手続を遂行していないと認めるときは、当該手続代行者又は申請者に対

し、代行の停止を求めることができるものとする。 

 

（補助金額） 

第10条 本補助金の交付額は、補助対象経費の３分の２とし、次の各号に適合するものとする。

ただし、１件当たり、2,660,000円を上限とする。 

一 本補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 



 

二 他の制度による補助等の対象となる、又はなっている経費がある場合には、補助金の総

額は補助対象経費を超えてはならない。 

 

（交付の決定） 

第11条 知事は、第７条第１項の規定による本補助金の交付の申請を受けた場合は、当該申請

の内容についての書類審査、必要に応じて行う現地調査等により、予算の範囲内で本補助金

の交付又は不交付の決定を行う。 

２ 知事は、第７条第１項の申請をした補助対象者に対し、前項の決定において、本補助金を

交付する場合にあっては補助金交付決定通知書（第２号様式）により、不交付とする場合に

あっては補助金不交付決定通知書（第３号様式）により通知するものとする。 

 

（全体設計の承認） 

第12条 補助対象事業を行おうとする者は、当該補助対象事業が複数年度にわたる場合には、

補助対象事業の施工等を担当する予定の者、補助対象事業の事業予定期間及び事業年度等に

ついて、全体設計承認申請書（第４号様式）を知事に提出するものとする。 

２ 知事は、全体設計承認申請書を受理し、審査の上、当該全体設計の承認又は不承認につい

て決定し、全体設計承認・不承認決定通知書(第５号様式)により全体設計の承認を申請した

者に通知するものとする。 

 

（交付の条件） 

第13条 知事は、第11条第１項の規定による本補助金の交付決定に当たっては、本事業の目的

を達成するため、同条第２項の規定により本補助金の交付決定の通知を受ける補助対象者（以

下「補助事業者」という。）に対し、交付の条件として、次の各号に掲げる条件を付すもの

とする。 

 一 設置する設備は、立地上又は構造上安全な状態が確保されていること。また、知事が求

めた場合には、安全性等を確認する書類の提出に応じること。 

 二 知事が現地調査等を実施する必要があると認めた場合は、当該現地調査等に協力するこ

と。 

 三 知事が、本事業の目的を達成するために必要な資料、情報等を求めたときは、知事の指

定する期日までに当該資料、情報等を提供すること。 

 四 本交付要綱並びに交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良なる管理者の注意

をもって補助事業（補助対象経費に関し、第11条第２項の規定により交付決定の通知を受

けた当該補助対象事業をいう。以下同じ。）により取得し、整備し、又は効用の増加した

財産（以下「取得財産等」という。）を管理するとともに、その効率的な運用を図ること。 

五 補助対象事業の完了時に、主要機器の耐震補強並びに戸開走行保護装置及び地震時管制

運転装置の設置が全て実施されていること。また、その旨を工事施工者又は設計者が表示



 

した確認書（第６号様式）等を交付申請時に知事に提出すること。 

 六 補助事業の実施に当たり本交付要綱及び昇降機に関する建築基準法その他の法令の規定

を遵守すること。 

 

（申請の撤回） 

第14条 補助事業者は、第11条第１項による本補助金の交付決定の内容又はこれに付された条

件に異議があるときは、同条第２項の本補助金の交付決定の通知を受領した日の翌日から起

算して14日以内に補助金交付申請撤回届出書（第７号様式）を知事に提出し、申請の撤回を

することができる。 

 

（補助事業者の情報の変更に伴う届出） 

第15条 補助事業者は、個人にあっては氏名及び住所、法人及び管理組合にあっては名称、所

在地、代表者等を変更した場合は、速やかに住所等の変更届出書（第８号様式）を知事に提

出しなければならない。 

 

（一般承継による補助事業者の地位の承継） 

第16条 相続、法人の合併又は分割（以下「一般承継」という。）により補助事業者の地位の

承継があった場合に、補助事業者としての地位を継続して保持しようとする者（以下「一般

承継事業者」という。）は、速やかに一般承継による補助事業者の地位承継承認申請書（第

９号様式）を知事に提出しなければならない。ただし、補助対象事業に係る機器（以下「補

助対象機器」という。）の設置日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大

蔵省令第15号）に定める耐用年数（以下「法定耐用年数」という。）が経過した後に、一般

承継による補助事業者の地位の承継があった場合を除く。 

２ 知事は、前項の申請を受けたときは、地位の承継の承認又は不承認について決定し、契約

等による補助事業者の地位承継承認・不承認決定通知書（第11号様式の１）により、申請者

に通知するものとする。 

３ 一般承継による補助事業者の地位の承継があった場合に、補助事業者としての地位を継続

して保持しようとしない者（以下「辞退者」という。）は、速やかに一般承継による補助事

業者の地位承継辞退申請書（第10号様式）を知事に提出しなければならない。なお、補助事

業者の地位承継辞退申請書（第10号様式）をもって、第21条第１項の補助事業廃止申請書を

知事に提出したものとみなす。 

４ 知事は、第24条に基づく本補助金の交付前に前項の申請を受けた場合は、補助事業を廃止

し補助事業者の地位を辞退することの承認又は不承認について決定し、補助事業者の地位辞

退承認・不承認決定通知書（第11号様式の２）により、速やかに辞退者にその旨を通知する

ものとする。 

５ 知事は、第24条に基づく本補助金の交付後に第３項の申請を受けたときは、辞退者に対し、



 

補助金等交付財産の財産処分承認基準（平成23年６月１日付23財主財第38号）第３の２に定

める方法により算出した額（以下「算出金」という。）を請求するものとする。 

６ 辞退者は、前項の規定による算出金の請求を受けたときは、これを知事に納付しなければ

ならない。 

７ 知事は、前項の規定により辞退者から算出金の納付を受けたときは、補助事業者の地位を

辞退することの承認について決定し、補助事業者の地位辞退承認・不承認決定通知書（第11

号様式の２）により、速やかに辞退者にその旨を通知するものとする。 

８ 知事が第１項の申請書を受理した場合、本交付要綱上「補助事業者」とあるのは「一般承

継事業者」と読み替えて、各規定を適用する。 

 

（契約等による補助事業者の地位の承継） 

第17条 補助事業者は、一般承継を除く既存登録マンションの売買、交換、贈与、事業譲渡そ

の他の契約等（以下「契約等」という。）に伴い補助事業者の地位の承継を行おうとする場

合、速やかに契約等による補助事業者の地位承継承認申請書（第12号様式）を知事に提出し

なければならない。ただし、補助対象機器の設置日から法定耐用年数の期間を経過した後に

契約等に伴い補助事業者の地位の承継を行う場合を除く。 

２ 知事は、前項の申請を受けたときは、地位の承継の承認又は不承認について決定し、地位

承認・不承認決定通知書（第11号様式の１）により、申請者に通知するものとする。 

３ 前項において、知事が契約等による補助事業者の地位の承継を承認した場合は、本補助金

の交付に伴う全ての権利及び義務は契約等により補助事業者の地位を承継した者（以下「承

継者」という。）に移転するものとし、本交付要綱上「補助事業者」とあるのは「承継者」

と読み替えて、各規定を適用する。 

 

（補助事業の変更） 

第18条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、遅滞なく補助事業計画変

更承認申請書（第13号様式）を知事に提出しなければならない。ただし、軽微な変更につい

ては、この限りでない。 

２ 知事は、前項の申請を受け、その内容が妥当であると認めたときは、変更を承認するもの

とする。ただし、補助金交付予定額の増額は認めないものとする。 

３ 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を当該補助事業者に補助事業計画変更承認決定

通知書（第14号様式）により通知するものとする。 

４ 知事は、第２項の承認に当たり、必要に応じ条件を付することができるものとする。 

 

（全体設計の変更等） 

第19条 第12条第２項の規定により全体設計の承認を受けた者は、補助対象事業に係る補助事

業の事業予定期間及び事業年度等について、当該承認の際における申請内容に変更が生じた



 

場合又は事業を中止する場合は、速やかに全体設計（変更･中止）承認申請書（第15号様式）

を知事に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による申請内容を審査し、当該申請に係る全体設計の変更又は中止の

承認又は不承認について決定し、全体設計変更・中止承認・不承認決定通知書（第16号様式）

により補助事業者に通知するものとする。 

３ 知事は、前項の変更承認の決定に当たり、必要があるときは、条件を付するものとする。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第20条 知事は、本補助金の交付の決定後、天災地変その他交付の決定後生じた事情の変更に

より補助事業の全部又は一部を実施する必要がなくなった場合においては、交付決定の全部

又は一部を取り消し、又はその他の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

ただし、補助対象事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。 

 

（補助事業の廃止） 

第21条 補助事業者は、補助事業を廃止しようとするときは、速やかに補助事業廃止申請書（第

17号様式）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、当該申請に係る補助

事業の廃止の承認又は不承認について決定し、補助事業廃止承認・不承認決定通知書（第18

号様式）により、補助事業者に通知するものとする。 

 

（実績の報告） 

第22条 補助金の交付の対象となる期間は、交付決定の日から当該交付決定を受けた補助事業

が全て終了した日又は当該会計年度の３月15日のいずれか早い日までとし、補助事業者は補

助事業実績報告書（第19号様式）及び別表第２に掲げる書類を同日までに知事に提出しなけ

ればならない。補助対象事業の完了時に、主要機器の耐震補強並びに戸開走行保護装置及び

地震時管制運転装置の設置が全て実施されている旨を工事施工者又は設計者が表示した確認

書（第６号様式）等を、あわせて提出する。ただし、当該補助事業の工事期間が複数年度に

わたる場合であって、第12条に規定する全体設計の承認（第19条に規定する全体設計の変更

承認を含む。）を受けている場合においては、「当該会計年度」とあるのは「全体設計承認

（第19条に規定する全体設計の変更承認を含む。）を受けた最終会計年度」と読み替えるも

のとする。 

 

（額の確定） 

第23条 知事は、前条の規定による報告を受けた場合には、その内容についての書類審査、必

要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の内容が第11条第１項による交付決定の内

容及び第13条による交付の条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、



 

速やかに補助金額確定通知書（第20号様式）により当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第24条 補助事業者は、前条の補助金額確定通知書を受領したときは、速やかに請求書（第21

号様式の１又は２）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、補助事業者から前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付する

ものとする。なお、補助金の交付は補助対象事業の補助金額確定通知後とし、一括で交付す

るものする。 

 

（交付決定の取消し） 

第25条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第11条第１項の規定に

基づく本補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。 

一 虚偽申請等不正事由が発覚したとき。 

二 交付決定の内容又は目的に反して本補助金を使用したとき。 

三 本事業に係る知事の指示に従わなかったとき。 

四 交付決定を受けた者（法人にあっては代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構

成員を含む。）が暴力団又は暴力団員等に該当するに至ったとき。 

五 交付決定を受けた者が、税金の滞納その他の公的資金の交付先として社会通念上適切で

ない行為に及んだとき又は刑事上の処分を受けたとき。 

六 その他本補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。 

七 第21条第２項の規定により、知事が補助事業の廃止を承認したとき。 

２ 前項の規定は、第23条に規定する本補助金の額の確定後においても適用するものとする。 

３ 知事は、第１項の規定による取消しをした場合は、速やかに補助金交付決定取消通知書（第

22号様式）を当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第26条 知事は、補助事業者に対し、第20条又は前条第１項の規定による取消しを行った場合

において、既に交付を行った本補助金があるときは、当該被交付者に対し、期限を付して当

該本補助金の全部又は一部の返還を請求するものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により本補助金の返還の請求を受けたときは、知事が指定する

期限までに、当該本補助金を知事に返還しなければならない。 

 

（違約加算金） 

第27条 知事は、第25条第１項の規定による取消しを行った場合において、補助事業者に対し、

前条第１項の規定により返還請求を行ったときは、当該補助事業者に対し、本補助金の受領

の日から納付の日までの日数（知事の事務処理に係る期間として知事が認める日数を除く。）



 

に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合を乗じて計算した違約加算金を請求す

るものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定による違約加算金の請求を受けたときは、これを知事に納付し

なければならない。 

３ 第１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額

が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金

の額に充てるものとする。 

  

（延滞金） 

第28条 知事は、補助事業者に対し、第26条第１項の規定により本補助金の返還を請求した場

合であって、当該補助事業者が、知事の指定する期限までに当該返還金額（違約加算金があ

る場合には当該違約加算金を含む。）を納付しなかったときは、当該補助事業者に対し、納

付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付の額につき年10.95パーセントの割合を

乗じて計算した延滞金を請求するものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定による延滞金の請求を受けたときは、これを知事に納付しなけ

ればならない。 

３ 第１項の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納額

の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎とな

るべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。  

 

（補助事業の経理） 

第29条 補助事業者は、補助事業の経理について、その収支を明確にした証拠の書類を整備し

なければならない。 

２ 補助事業者は、前項の書類を第24条第１項に規定する請求書を提出した日の属する都の会

計年度終了の日から５年間保存しておかなければならない。ただし、天災地変その他補助事

業者の責に帰することができない理由として知事が認めるものがある場合はこの限りでない。 

 

（調査等） 

第30条 知事は、本事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、補助事業者

に対し、補助事業に関する報告を求め、対象既存登録マンション等に立ち入り、帳簿書類を

調査し、又は関係者に質問することができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定による報告の徴収、対象既存登録マンション等への立入り又は

調査を受けたときは、これに応じなければならず、関係者への質問を妨げてはならない。 

 

（指導、助言等） 

第31条 知事は、本事業の適切な執行のため、補助事業者に対し適切な指導及び助言を行うこ



 

とができる。 

 

（財産の管理） 

第32条 補助事業者は、取得財産等について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の

注意をもって管理し、本補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければな

らない。この場合、取得財産等に故障等不具合が生じたときは、速やかに修理又は改善に係

る措置をとらなければならない。 

 

（財産の処分） 

第33条 補助事業者は、補助対象機器の設置の日から法定耐用年数が経過するまでにおいて、

補助事業により取得した補助対象機器の処分（本補助金の交付の目的以外に使用し、他の者

に貸し付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、債務の担保の用に供し、又は廃棄するこ

とをいい、補助事業者の地位の移転を伴わないものをいう。以下同じ。）をしようとする場

合は、あらかじめ知事の承認を得なければならない。ただし、法定耐用年数を経過した場合

はこの限りでない。 

２ 補助事業者は、前項の承認を受けようとするときは、取得財産等処分承認申請書（第23号

様式）を、知事に提出するものとする。 

３ 知事は、第24条に基づく本補助金の交付前に前項の申請を受けた場合は、処分の承認又は

不承認について決定し、速やかに補助事業者に承認を通知するものとする。 

４ 知事は、第24条に基づく本補助金の交付後に第２項の申請を受けたときは、補助事業者に

対し、算出金を請求するものとする。 

５ 補助事業者は、前項の規定による算出金の請求を受けたときは、これを知事に納付しなけ

ればならない。 

６ 知事は、前項の規定により補助事業者から算出金が納付されたときは、処分を承認し、速

やかに補助事業者に承認を通知するものとする。 

 

（事業実績の公表） 

第34条 補助事業者は、都が行うエレベーター閉じ込め防止対策促進事例の収集及び広報活動

への協力に努めるものとする。 

２ 都は、補助事業によって得られた成果の概要を公表することができるものとする。ただし、

当該公表について、当該補助事業に係る者から支障がある旨の申出があったときは、その全部

又は一部を公表しないものとする。 

 

（その他） 

第35条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 



 

 

附 則（令和８年５月18日付８住民マ第102号） 

この要綱は、令和８年６月５日から施行する。 

 



 

別表第１（第７条関係） 

No. 提出書類 備考 

１ 
建物の登記事項証明書等（全部事項）の

写し 
交付申請日前６か月以内に取得したもの 

２ 

（補助対象者が管理組合の場合） 

対象既存登録マンションの区分所有者

を代表する立場であることを確認でき

る書類 

代表者選任についての議事録等 

本補助金を申請する旨の意思決定が確

認できる書類 
意思決定についての議事録等 

３ 補助対象経費の見積書 

第６条に示す経費の区分ごとの明細の記載

及び見積を行った事業者の社印（又は社印と

同等の効力を有する確認行為）を要する。 

４ 

補助対象設備及びエレベーター設備の

仕様が確認できる書類 
仕様書、カタログの写し等 

補助対象設備の設置図面、位置図、現況

写真、工程表 

・工事計画図面 

・設置場所を示す位置図       等 

５ その他知事が必要と認める書類 知事の指示に従い提出すること。 

  



 

別表第２（第 22条関係） 

No. 提出書類 備考 

１ 
補助対象経費に係る契約を確認できる

書類 
契約書の写し等 

２ 補助対象経費の支払が確認できる書類 
領収書の写し（第６条各号の経費の区分ごとの明細

を記載した内訳を含む。）等 

３ 

しゅん工図 平面図、立面図、設置図、構造図 等 

補助対象設備の設置が確認できる写真 

・設置するマンションの全景写真 

・補助対象設備の設置完了後の写真            

・工事写真    等 

４ 補助対象設備の稼働が確認できる書類 試験成績書又は稼働確認の記録の写し等 

５ その他知事が必要と認める書類 知事の指示に従い提出すること。 

 


